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植民地統治下にbける朝鮮農業の展開

一一ーその出造的奇型化をi11，むとして
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1. 土地集中

2. 地主（（J土地所有内約'fi

3. 「近f＼的地主j Tj支t'i,:llf態

4. ラ詳細化と貧窮化の構造

II 稲作生魔力展開の技術的条件

III J;i:t J号ヨ比一の拡大一一一日＇） lili民地的特'l't

はしがき

第2次大戦終了までの約70年間にわたる朝鮮の

歴史過程は， 日本資本主義による植民地支配の確

立と， その強力な支阻のもとでの民族的経済の破

壊と社会経済の植民地的奇形化の過手'ttであった。

この過程をつうじて， キ／j鮮経済の「資本主義化」

と生産力の展開が強制的に促進された。 日本資本

主義にと。て植民地朝鮮の存在意義は， その発展

段階に対応して， これを工業製品の輪出－mJ比食

糧供給基地， 資本輸出市場として確保L，さらに

大陸前進の兵姑基地，「大陸yレート」として，大陸

進出の拠点化することにあった。 この過程におい

て， とくに H本資本主義支配の後期仁あうて，朝

鮮経済は， 北鮮を中心に工業基地化がすすむにつ

れて， 産業構造の近代化が遊次進行した。しかし

日本支配の全期聞をつうじて、 朝鮮経済における

轟業の地位は依然として高く， 農業1ゴー産力の展開

は， 植民地経営における主要な眼目をなした。日

本統治下における朝鮮経済が， その構造的な植民
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地的奇形化の過程において， なお一定の「発展」

を遂げたのは， 農業生産の膿開に負うところが大

きい。

伝統的な生産技術と粗放経営のもとで，極度に

低い， 自給的生産に低迷していた朝鮮農業が，ま

ず， 資本主義的商業機構の支配のもとに組みこま

れたのは，日本人貿易商によるがi貸・予約買付を明

機とする貨幣経済の浸透によるものであったっ こ

れは近代的土地私有制が確立する以前は， 米の商

品化手段としてきわめて効果的手段であったとさ

れる批1) 0 また日本人の土地投資は，朝鮮農業の

「資本主義化」の主要な契機となった。「近代的土

地私有制」の擁立は，農業の資本主義化の条件とし

ご長要であるが， 朝鮮においては，土地調査事業

(1910～18年）の完成によって， 土地私有制確立の

基礎が与えられた。 この土地私有制の確立は，当

時の「収租権者」を土地所有権者とすることによ

って，農民の土地喪失を急速に促進した。しかし

この過韓は， 農業生産にお付る近代的な資本信I］生

産を確立したものではなく， 半封建的地主小作関

係のもとで， 零細小作農経営を強制的に創出・定

首させた。他方，この土地私有市！！の確立によって，

日本人の土地取得を容易にし， 高率現物地代の取

得を保証する基礎が与えられた。こうした条件整

備によって， 日本人地主の地位は強化され，農業

生産力展開の推進者としての役割を果たすことと

なづた。それは朝鮮農業生産の展開が，地主的強

制による一面をもっていることを示している。ま
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た朝鮮農業が日本内地への食掲供給；ねむとしての

植民地的性格をもっていることから，朝鮮総督府

に課せられた食糧供給増大のための強権的農政と

地主的強制ポ癒着しご，農業生産の拡大が促進さ

れた。

かくて 11本統1台｜ごにおける朝鮮農業i土、 特殊の

展開過程をとることとなった。 この過程が， 日本

資本主義の植民地支配の一環として行なわれたと

とは自PJJである。 したがって朝鮮農業は，朝鮮独

自の民族経済の一翼としてではなく， 内地農業へ

の補完として位置－5けされ， 内地農業の変動調整

機能をになわされることとなった。

（注 1) 四方博「，：01鮮における近代資ι主義の成。A

過程」 （＞；，城帝国大，y法文学会総『朝鮮社会経済史研

究』，昭和8年）， 192ベージο

I 朝鮮農業の再生産構造

1. 土地集中

朝鮮農業の再生産構造の特徴は，機度に高い土

地集中にその集中的表現をみることができる。三

日〕土地集1j1i土， Fト作地の著しL‘増大，農地の自小

作別構成における小作地比の極端な大きさに端

的に示されている（第1表参照）リ また自作農家比

の低下と自小作および小作農家比， とくに後者の

著しい上昇lま， 土地集中の経営形態への反映であ

る（第2去勢照）o <,iJ]鮮におけるこの1：地集中は、

高度の地主的土地所有制によって特異の存在であ

った日本をはるかに｜：回るものであるUL1）。

また大正7年および昭和9年間において，地主

数（甲・乙）＇注 2)r土日万2000人から10万5的0人にふ

え， 4、作地は2197j町歩から 252万限］

ている。との間，地主の平均貸付地は26町歩から

24町歩に低下しているがは円地主の圧倒的部分

位りが30町歩以下の農地所有者であったことか

会事 l主主 耕地の玉川、作活lj構成

J；~~］構成州）ー000町歩 自作地 ,j、作地

11向，，Jft：雨戸高lir:ri
大正 3j 1,42判1,53812,9591 3副 561 4則倒 44151 
紹手口10I 1,9301 2,s101 4,sooJ 3到 57j 4訴 64! 4'.lj 57 

1111,91!引2,586/4,5051 361 5? 42/ 641 ・!:II 58 
21 1,9161 2,5油I4,5051 ii司 571 4河町 ・1:ll58 
13 I 1,9伺I2,6倒 4,5161阿 581 421 悶 42158 

（出所）『朝鮮総督府農業統汁表（昭和14年度目に
もとづき算出B
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(t±:¥)yr) 朝鮮総督府『朝鮮の農業』 (I昭和15年）。
れt) 昭和8年以降， 「地主Jを調査せず，自作＇ 1'

lこ含む。

ら， 少数の巨大地主への土地集中が行なわれてい

たことが明らかである。この土地集中化傾向は，

すでに近代的土地私有制が確立する以前からみら

れる。 とくに土地調査事業の進行過程で，両班，

封建閥族などによる大量の土地占有によって士地

集中は促進された。土地私有制確立後における土

地集中は比較的綾漫であるが，これは土地調査事

業の実行過程における土地集中のはげしさを示唆

している。また土地集中は水閏においてとくに顕

著である。

J：：地集中について日本人が果たした役割もまた

大きい。日本人の土地投資は，すでに日露戦争前，

朝鮮の社会経済の混乱期において盛んに行なわれ

た。すなわち，明治38年以前に設立された 100町

う
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歩以上の農民事経営者数はすでに18を数え， 明治39

～4:-l年間にv-t:l'.Jc＇）設立をみ，「合ヂ＼IJまでの期間Jiこ

その数はsn.:.iliしている〔＂i5）。 主た：：-io町歩以上を

所有する日本人地主数は， 明治42年においてすで

に lおを数え込〔 l川〉。このように近代的上地私

有制が擁立する以前に， すでに日本人による大土

地所有が行たわれ，植民地化の過程をつうじ亡，

日本人地主が近代的土地私有制度確立に一定川役

割を果たすこととなった。その後土地私有制が確

立し←ζいく過程マ， 日本人の土地所有はいっそう

進展した。この段階での所有規模は相対的に小さ

くなっていくが、地主数とその支配IBi積はしだい

に増大し， 大正4年の日本人地主総数は6969人に

達した位打。また明治43年の「合邦J後，大正9

年までに設立された 100町歩以上の上地を支配す

る日本人農事経営者数は 143, 昭和6年現在の累

計では 341を：数える位8〕。この土地集中傾向は日

本人地主においてとくに顕著で， 昭和6年現在，

500町歩以上ρ 「1本人大土地所有者－は 52i土理す

るいと9〕。朝鮮じおける士地集中仕上，，じのとおり水

田においてとくにはなはだしかったが， 日本人に

よる土地集Iドもまた水聞において限努であ〆注た。

「米作農業の中；核とも称すべき全州平野は， 内地

人土地投資〈ワ就中集中的に行われた所で…－そこ

には1000町歩以上の巨大地主のみl乙ても20名をき撃

し」（注10），穀倉地帯の全羅南北道において， 水田

を対象とする日本人による土地集中は顕著であっ

た。かくて，日本人が取得した耕地面積は，昭和

3年において22万3ぽ川町歩に遣した〈沌11¥ これは

朝鮮の耕地（水凹，畑〕総面積のわずかに 5%にす

ぎないとはいえ， 日本人地主によると地支配が，

朝鮮民業の再生産構造の特質を形成するうえで，

きわめて重要な意味をもつに至った。

上I卒；人の土地役資が， 朝鮮農業において支配的

6 

な， 極度に高い現物地代の取得を目的としたもの

であることは明らかである。とれは朝鮮における

伝統的， 白fJ近代的な土地制度の維持・温存を条件

とする。「近代的」な土地私有制の確立を契機とし

て燈化された朝鮮の士地集中が，一方で多くの農

業労働者を析出しながらも，基本的には，農業生

産における近代的な資本制生産を確立する代わり

に，農民の士地からの離脱，小作：農化を激化し，

火国民を鴻加させ，特徴的な農業生産構造をつく

り乏したのは当然であら。あとで述べるように，

たしかに日本資本主義の支配下において，朝鮮農

業の生産基盤は整備され，新しい農業技術体系の

導入によって，農業生産は飛蝿的に増大した。し

かしこの過程は， 近代的資本制生産のもとでの農

業生産力の拡大ではなし前近代的な士地制度を

条件にした，強権的な増産体制によって実現した

ものである

2. 地主的土地所有の特質

土地集中過程において，農民層の分解は小作化

を拡大した（第2表参照）。これらの小作農家は，地

主の支配下にあって，不安定な小作権と高率現物

小作料を強制される零細な前近代的農業生産者で

あった。朝鮮の地主は，貴族・両班などを源流と

する不在地主く封主主的地主），土地私有制擁立前か

ら土地所右4者とし亡登場した日本人地主（［近代的

地主J）およびこれら両者の聞に位置する「新興地

主jに大別されるつ l封建的地主Jは都市に居住

し， 「舎音」に土地管理を行なわせ，農業生産に

l直接子与しない純然たる消費階級である。「近代的

地主」に属する日本人地主は， 農業開発の先駆者

として，主として米作農業の発展に企業者的役割

合果たした。また「新興地主jは，ー）jで封建的

諸関係に基礎をおきながら， 「近代的地主Jの性

格をもっ階級であ，ν！JI日）o 
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小作関係の改善を意図したもので1r~＇ ~t ，こょって，小作間係の内’与にl"i二i二♂｝J自主の'l'l.格によ－）ご、

これが地主的土地所有制度の矛盾を緩和すある。その本質は異ならない。すなわん，占はあるか3

このるためのものであることはいうまでもない。小作農家i土地主の強L、支配下にL、ずれJ）場台も‘

設i也令の制定を必要とした当時の情況そのもの,J、作権の不安定と高率山現物地／＼：J）収'ff;て

一般に零細かつおくれた生産｝j訟を特

J’←r 
c'.＇〕マ） ＇、、

し泊、しこ (7)土地制度の矛盾激化を示唆する。カ＇，、J レァ二、! 十一〉 Lー ＼ 司

小作制度の本

その基本的な矛屑の解決に迫るものでなか－，

改：ま策は，所詮，弥縫策にすぎず，

'¥{. 

したが／〉て；Jl'.f::ilf

'E＇直と生 J百維持－jら11ヨ難であること；土、

な土地制度山本是正を示してし、るc i定程i'lえJi執秘

前3li:1l::r'V:J 

J放とすふ困窮民家であること，

たことはもちろんである。

「近代的地主jの支配形態3. f員iニNiち）Jfl；で徴収さ,tiおtひ：「打租itI hど、

さきにみた地主の性格に応地主の支配形態は‘ごく例外的にみられる金約またはれる小（fi(:¥f士、

代金納VJi;ノい たとえば「封建的じて若干の差異を示している。Lかもノ！、｝~；＇；ii分が物納制である。

三持、ーそのi収奪はより強圧的に，J也ニiミjにあっては、ごのほかノ！、｛t'il:/1-：料率は 50%以上を通伊！とする。

わめて前近代的な形態で行なわれるのに対し，「近しばしば地主川公程公課負担を転嫁されるばは，

その企業家的性格から，特殊の支

限形態がとられる。 「近代的地主jと規定される

上I本人地主の支配形態についてみよう。

代的地主jt土，「加賂Hiそど〉｛むの物「斗税」，

納負担および無償労働の提供など守

強制されるつ また小作契約の大寸二；上ii 'Jfiで行なわ

封建的ti納を

「色:fill、u、りカ＼

「農事経営者Jと

また巨大な土地集中によって顕著な特徴を

今ドに多数の小作農を擁し，農業の生産か

朝鮮における日本人地主は，

して，

もつ。

Iト作担約期間についども大部分が不定期であ

このような小作慣行のもとで、小作権が
，
 

、tし
？
？
ぺ

ゐ（正1:J）つ

昭和5持：しぐ~二女：主である二とはj壁けらhh L、。

小作農に対して強ら流通に至る全過程におL「じ年 1カ年間の小作権の移動が件数で約24万{'j:に五三

大な支配力をもつことにおし、てもまた特徴的であ日ノト1下語家 10戸に ifl：の＇／ill子「で発生しし，ノj、h,,

すなわら生産過程にあっ －cは，種籾につい
、ア

え〉。主た強権的な槌といるのはその証拠であるい14!0

て地主の指定品種または地主が選定した品種の使小作争議は昭和2～G年f：計民地支配山もとで‘

また農作物の種類を限定し，共事

肥料の使

}1i5::強ili!Jする。

改良にJ一八、て地主の指導奨励に従わせ，

！百についてその種類と数量の指定または強制が行

lril12年3万1000

これは，，J、｛乍う＼誌の大部分が

昭和8年2000件，

（牛とi数増している。

c1) 2700｛，牛から，

小{1：二十長rト作権をめくる紛争であることからみご，

このほか，耕転，播種，植付，除草，なわれる。v＇）不安定 'i生と地主1/J圧制の強烈！さを／］汁ー色のであ

指定された適期の農wメlj耳元，脱穀などについて，ナ：実、小作！！；こ対する地1:Cl）地位は，絶ゐUJ.151。

地主が小作人の故意，怠慢によって

あるいはその労働能率減

たを強制し，

i盛期の農作業が遅滞し，

二うしTニ前近代的

朝鮮における；二業再生産構造

II日.fl］θ年， i也い川悦しャ反対

：吋専：制者としてのそれである。

f工地主支配体；；｝］I土、

υ）特Y賞金規定するし 小作雨積の近により成績不良と認めた場合には，

小作人負担によるこれら農作業の地主代行減少，「雨期的iとレわれる将！を排除してた施された，

小作地に対する公租

小配水路，農道、小堤

7 

さらに，

公ぷi土地主が負担するが，

な.J:-.＇を強要されるの（＇？育によ石 i二地

争議調停機関（，Hf委民会）のrt浸

在地賃貸権の確保ラ

管理制度のiY,c;¥¥

鮮民地令i土，
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防，橋梁などの維持補修費は一般に小作人の負担

である。

小［↑料率は 50%を超え、現物で徴収される。収

穫物については， 小作料，肥料代，種子代，農具

代‘ 1井牛貸付件その他， 地主に対する債務完済以

前にこれを処分することは禁じられている。 これ

ら｝）地主への納入，返済にあてられる収穫物の品

質i斗／コ 1‘

れる。小作料納入に当たっては，運搬途中での目

減りを理由に， a定の Il-l桝jが要求されるがーこ

れは事実上， 小作料のうわ積みである。また小作

人に対する前貸資金の現物による返済につ L、て

は，とくにその完済と迅速さが強制される。ミれ

らの禁止または強制が履行されない場合， 小作人

は土地がら放逐されざるをえなヤ。地主iこ対する

小作人の債務潜行の保証は， 小作人による「五人

組制度」によっぐ相互lこ強制されるのこの五人組

制度はまた， 小作人に対する地主の戯重な支配管

理の末端機構として機能する。 さらに，地主はそ

の支配体制維持の必要から， 小作人が「徒党を緩

み」 「不審不穏な言動」をとすることを極度に替戒

し， これを厳禁した。それlまかりか，小作人の住

居移転， 他人の同居禁止などの居住制限までも行

なっているのである（注16)0 

巨大な「近代的地主」は， 小作JE:に対し，指導

に代わるに強権的な命令と監視と強制によって農

業生産の拡大を確保した。また流通分配過程にお

いては， 小作農はその生産物の処分，農業用諸資

材の購入使用等の自由はなく，苛酷な現物地代そ

の他による収奪を強制される。もとよりとこじは，

近代的な土地貸借関係も， 独立生産者としての小

作農も存在しなし、。前近代的な土地制度を紐帯に

して，農業経営者とは似て非なる強制労働的関係

が成立したあである。たい封建的支配とi奴奪によ

8 

って， 独立生産者としての資格喪失を余儀なくさ

れ， さらに私的土地所有制の擁立過程において小

作良となった朝鮮農民を，農業生産者として機能

せしめるために， なおこうした地主的強制が必要

悪とされた。 もとよりそれが，独立生産者として

の借地農形成を意図したものでなかったことは自

！”であるっかくて， l近代的地主」（日本人巨大地． 
ごと）は， ,j、作入に対する強権的支配をつうじて，

農業生産を強制的に増大しつつ，朝鮮農業の再生

産構造の植民地的奇型化を促進したのである。

4. 零細化と貧窮化の構造

土地集中に伴う農民憎の分解過程は， 小作農化

の過程であったが， これとともに農業経誕の零細

化も進展した。たとえば農家の平均経営規模は，

大正7年の 1.63町歩から昭和11年にはl.441!ff歩に

低下している。 しかしこの零細化過程が内包する

農民層分解の型は， データ不足のため朗らかでな

い。ただ部分的データによると， 3反米満の零細

経営が減少し，農家数のほぼ半数を占める 3反～

I町歩階層の著しU、噌大， 1～3田I歩階層の漸増，

3町歩以上の階層の減少がみられる（注17）。また3

反未満の農家数は総農家数の 26%, 3反～ i町歩

35%, 1町歩以上39%C大正12年）， 5反米満30%

（昭和9年）（花Iめであって，一般に零細経営が支配的

である。 こ二の零細牲は農業地帯である南鮮， とく

に代表的な米作地帯をなす全羅道および慶尚南道

において顕著である。

自小作別では， 小作の平均規模が1.02町歩であ

るのに対L, 自作 1.9町歩， H小作2.6町歩〈昭

和7～11年平均）である。また自小作別経営階層別

構成では，第3表のとおり，小作の零細性が著し

農業の生産性が低く， しかも前近代的な地主的

収奪を特徴とする朝鮮民業におヤて， このような
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第3褒 自小作目I］経滋域限リ！Jl完成（大正12年）

｜～0.3町
I (o/o) 

言i
（%） 

50.2 
fi0.1 
67.0 
fi0.6 

（出所） 久間健‘『朝鮮農政の線閣』， 218ページ。

零細経営は，農民の貧困を決定的l二fるcしたがっ

て零細化の進展は，朝鮮民民の貧窮化の進展にほ

かな iうない。農民の窮乏化は．端境期における膨

大な絶糧農家の続出という極限のかたちであらわ

れる。朝鮮農民の強制的な窮迫販売は一般的で，

「小作人は地主の所で出来秋の糊定を済ませて帰

るときには，答と箕だけを持って家に帰る」〔/i2日〉と

いう貧窮状態を通例としたp この春窮状態は小作

民間有のものではなレっ昭.ff!；）年におレて，自作

民家Jll8%，自小作農家，n:18'；ム，小作農家の68%,

j三農家の実に48%がごt手続民家であゐ また負債の

ある小作農家は全体の 75%と倍iく，生活難のた

め，賃労働を兼業する小作農家は；l7%を占めてL、

る目21〕。農家負債が，地主または間人からの想像を

絶する高利債であることはいうまでもなし、 (;_j22）。

その後，農村振興運重！同企， ）うじご、春窮が相対

r'(J iこほ和されたとして c,l農村ν！）瓦織を物語る“春

窮友尚一”の言葉は今や王Jl'J二味士尖パ三至ったJGi却

と4一る朝鮮総督府の評価l土， 総骨l{f農政に対する

自讃もはなはだしいといわねばならなヤ。

また農民の貧窮化は，農業従事者中作男または

日傭労働者が 6 %（南鮮では 9%）を占め（昭和5&1二

国勢調査〕，被傭農家数が増大してL、る（第2表参照）

ことに反映されているじ さ九に農民の窮乏化によ

る流浪者である純火！日氏点、 II肝114年の 3万43出

戸かん，昭和13年 7万1187戸と激憎沼紛している

のは， 農民層の分解によ什て土地から離脱を余儀

なくされた農民が， このようなかたちで農村内に

滞留・堆積されざるをえなかったことを：示してい

る Lかも他方では，農民の脱農・転業者があいつ

き，その数は15万人〈昭和3年）に達し口、る。こ

れには「一家離散」者7000人が含まれてし、る。こ

れら脱農民は， 労働者・傭人化，日満等への移民

その他への「転業」を余儀なくされた。 この「転

業トとくに全体の20%を占めゐ修民は，脱農民の

流転形態、にはかならない。 この脱農民が主として

！農業失敗者」であることは想像に難くよμ、他却。

かくて，植民地体制下における地主的土地所有

制は， その展開過程において，農民層の分解，農

民の貧鱗化を強制的に推進した。この過程はまた，

農民が地主的生産力機構の従属者に転化する過程

であるつ 日本資本主義の支配下におけら農業生産

ノJJ)展開が， 近代資本骨誕生産におけるそれとは異

t, 'jニラ このような関係におL、亡j丁なわれたこと

ト へ そ山生産力が一定の限界をιたざるをえな

か叶たことは当然である。

(ii‘j ) 11/j和15年におけるは本の小作地率ft，水HI

52%，州39%, 'I＂均 46%，燥家構成では，自作：11%,

［＇］小作 42%，小作27%であった。

u 1・1〕 j也主lpは不耕作地主、地；五乙Ii所つ／.j地の大

e ’t tiHけ，一部を自行ごする I,v人

!/i :l ) 『朝鮮総督府農業統”ilNC昭和1:1'1・！支）』お

u L' ,:iJi艇の農業』（昭和1511-)lこもとっラ算出。

( d. ,1）『朝鮮の農業』，『ii本品！叫i：；誌と 11:l植民地

地主制』等よりの当王者の推定によれば，昭和7年当時

地主総数中川町）j;以下の貸付地所有者数の割合はおよ

そ95%に迷する。

(il 5) 久！日｜健一『l抑l鮮農業の近代的様相』 （昭和

10年）， 4～5ページO

( ,; r;) 浅日i喬二『日本帝ifcl主義と Ill長自民地地主鋭』

(11:'1{11,1‘：，：1), 68ベージ。

（ぃ7) i支狂iJ喬二， 78へーンリ

( ii S) 久間縫一， 4～5へ一 ~" 

(;i. 9 ) 東 畑 新4 ，大ill一司『米政経済cl）研究』〈昭

和14,r),:io付ヘーンυ

（注10) 久間］健一， 5へーシ。
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Ⅱ　稲作生産力展開の技術的条件
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（止12) 11 l品S',tul研究＿；；『1:,J！鮮民支 V）恨む↓』（U/,:,, 

~'I t''.7.資料司； :¥ .jdj・、昭和［fj{jー）， t,'.:l～76ヘー J ' 

(dJ:¥) Hi：句 112～H.Jベ／

（｛工14) ｜υj L 8Sヘーン l

わめて不安定（！今 2）かっ低水準に停滞せざるをえな

かった。このような停滞的農業は， IJ4；資本主義

の支配下におレて面tJをと魚料した。 1藍概の整viii,

1',r'1磁の改良Jir比化学肥料0）施肥その他の耕極

日 15) i川町Ji{J守府内！ia.¥'./) lとJこよ（昭和15'1・ 人工97 U支持によって， 農業生産の肢体i的条件がお：しく改

J 、）ー／

Ul:16) ¥l,:JIIl'. -tかJi'<}t',,,;( .・ 1,;'f .I証1.1. ( l¥'1初 18行人

コHり～：rn＞・ヲ

( ti 17) idJ f , 21 1 、／ （泳 3｝ノt
( il!Kl H i町三14～ns～./ 
, ill9) l"i Jラ 2JH～こ1,1ヘー

( ,!LO) !/ l[ l1L' [ 'j’1, i最ti守..) ｛！：十cf:jl，.；＇誕， ..卓 •EhJ ( lJ 

）｜：ノリ ン、祝日；；、 li/1利，Jliド）， Hベー／

iii 21 J /,I，：；！也 A [',·,11 ＼手 11~ {i, ，近代LI'J＇｝初』 ( II｛｛布l

lO甘J,:m・ －ー／｝

( ;1.22) 1k付llf/1 ); Ill ,,J 「九二 r'J従 J有clJIi.Ifプu

( 11/i拘l].jiJc一入 ::01・- ら

(, I 2:l) ,;,:J,Yi ＊＇七十＇｝ ){f『例的ゾイモ奇異」（11/{f11HH), 1 

( iiコ4J ,:s:1 持）（JJ',;1IJ{t／.川停：主」（H{LfUJ:, 'I j、

292～＇..！＇） ’i J 、

Ul:25) ll1)¥G'l11χ61f 児二『怜鮮/Ci；（，＇ハ級以J, ( il{{./11 

li1'.i入吋（）～付I.:. " , 

II f前 !'I• ＇判定 ｝ J展開jの技術的条行

Ii本資本ι誌は， 他民地支配U＞全期間を】〉うじ

朝鮮農業、ハ生産拡大に努力を傾注したυ それ

は日本内地に対する食糧補給の｜国家的要）｝と！と‘

日本人l也主によると地経営所得増大の要求からで

あったJ そのため総督府と 11本人地主は，相鮮民：

業の生産拡大に対「る共通川利害に立〉ご， その

展開に指導的役割lを果たすこととなっ／こ，

宇王将i末期i二Jハ、くう ;f-(f!lの濯概三和土 2011;,fこす

Eす，その討（ド＞，＇J:t不安定な天永水同であ yた（.1I)., 

桶の品種は改良を経なν在来種が， 伝統的な農法

；三工.，て宇u白＼ J l、 時奪的行、経常が行伝われてレ

た3 ごうした技術的条件のもとで， 11：~ 生産はさ

IO 

J与されたかんである＂ まず水手I］濯瓶事業が推進3

4 t，議慨はかなり普及した（第4夫参！日D。 このた

め昭和13年の木利安全水出面積は水田総面積の 49

%， 水平I］不安全水間で瀦概施設をと有すらもの 21%

でラ I f)l万7000防f歩（日前）は未だ天水のみに頼

る水.jcl］不全水田なりと雄も， これを施政当時iこ比

すれば？でく隔世のj~J（口：けがあったのである。水干lj

安全水r11と不安全水田， とくに天水水田との生産

力格走ーは， 半年11三において40%内外に速する。し

！）吋） 11fi記のどおり， 朝鮮の農業生産の不安定性が

j己主：によるところが大きいことからみて， i雀j俺の

lヰ；使（i, 農業生産力の展開にとって決定的な主主要

性をもっに至った。

この水干lj改善事業は， 莫大な補助金と低利融資

によって，水利組合等により大規模に行なわれた。

その他山土地改良事業もまた，補助事業として推

進され， i蓋概の普及とともに，朝鮮民業の生産基

m4表 JK社t滋献血禎 (Jji_f守二 1000田f歩）

水回総｜糊［HI天水田 j 'iii] ' 台
出i積 i I l濫j飯田 i天水S:l

I ! , (%) I （号令）

U？｛手口 9 I 1, 1180 I 1 , 147 i 53'.:l I ti7 i 3:, 
10 I 1, 701 I 1,161 / 540 I 68 1 :l:2 
11 , 1 , 705 I 1 , 1 76 / 528 I fi9 1 :n 
12 t 1,739 I 1,220 I 519 I 69 I :n 
13 : 1 , 739 I 1 , :m i s22 I 

c:1•,,1ri 『朝鮮総督府統計年報』（山手口1:lff'.）によ

< J ., 

川！っ II託手！114年末現在，ノkff!総面積 175Jjl!IJ歩中令

ノk手lj安全港獄図 86万8000町歩（4明白，水平I］不安

iでで謹i阪設備を有する水田：16万70（帰国J歩（21%〕，

）~永田5l'/i7000町歩 (.'lO'\,) J平井鮮総将府『朝鮮の

決業』（HN和Hifj二）， 2βページ。〉
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盤盤備の一環として， 農業生産の安定化と拡大の

法本的条｛牛となったじ

品種改良，；是良品種の導入によ♂〉て， 伝統的な

指来種栽t告の稲作もまた一新した。品種改良は，

t1民化と良質化を目的とする。 II本から山優良品

種の導入は， 寸でに「合邦」前から日本人地主の

手で行なま）れたが， その後計両的に推進されーこ

れを勧業模範場， 道種苗場等で試作のうえ普及さ

れた。導入品積は多いが，おもなものは，早神力，

殺良都，銀問九多摩錦などで、 その栽庁＇ij副賞は

し、ずれも数十万町歩に遼する。また朝鮮におし、て，

児玉、 日近、瑞光， 栄光， A紙‘ 鮮瑞，明光、八

遣などの優良品種が育成された（，1:4）。 これらの優

良品種の普及は強制的に行なわれ、 栽培面積は急

速に拡大し（第5表引い‘ 農業生産拡大山；11心的

な技術的基礎となった。

第 5表優良i',!1隠しI）普及状i)[.（水稲）

優 良 品種 従来品種

世付1111r収穫；1':; ！〈収： f1Jhfli1収穫，（；j 反収

mXJO.IJ) 1 (1棚；，， i I ,) Ii日川 I! (j棚 i.,) 川）

:ii 49:11 1. 267, 1, :lti4: 10，幻710.754 
590, 6,96()' l 181 ”20；“，5941 0.717 
り7¥1110,stc! 1 074 :,hol 4,:181: o.1s2 

1‘］fi:¥ 13,52り， 1 163 引16i ,l,i, Iθ り.867
1 , 245 12, 886! 1. 035 :mr :i, ms: o. 886 
1,337, 16,639 1. 244j 2:ll 2, 5,l5 l田098

( /H所） 十1,1.111九郎T朝鮮農業発注1.J.:.Ji，資料治（昭
1'1135年）， lil9ベ－，によるo /J；（資料は『税鮮総督

府農業統”トヲ長』。

施肥もまた， 日本統治下にま5・，、く著しく jJJ:燥し

た。従来朝鮮の農業は，略奪農法を主としていた

ため， 「地）J樋i端に消耗し， t·lt作物の！芝 ~l1収量

の湘きはll']J也し＇）半ばいも及ばさる状態で jあった

Ci' 5）。そこで総督府農政は，とくに昭和元年以

降，堆月巴 禄把などの自給肥料，，)j営産と版売妃料

の普及を推進し，施肥農業は急速に拡大した。 と

くに昭和5午以降， ,;11併におν·.~· iむ学肥料J）生産

がすすむにつれて， 化学肥料の普及はいちだんと

活発化した。

以上のような語版の整備． 優良品種の導入およ

び肥料供給の増大等によって， 朝鮮農業の技術的

条件は著しく整備された。 これは必然的に農業生

産技術の改善を促進し，農業生産力展開の契機と

なった。 これに J 寸lて農業の経営構造もまた，窮

迫綴売をテコに商品生産の強化を中心として， 急

激な変化をみるに韮った。

農業生産の技術的条件の整倣は， ：耕種法の改i芦：

を中心に， 日本統治下において早くから着手され

之が， 産米増殖，；十両の実施過程できわだって推進

された。産米増殖計画は，米脳動を契機に，米の

内地向け大量補給のため， 大正9年から着手され

／こ。 これは第 1期計画として，大正9年以降15年

聞に， 42万7500町歩の土地改良と耕種改善によっ

(, 920万石の産米増殖を，［！恰iした。 Lかし工z長

の高騰， 高金利等により事業実績が計画を大幅に

下回ったため， 大正15年以降，低利資金の融資等

により、 12年間に35万町歩の土地改良と，施舵の

増加， 品種改良等によって， 820万石の産米増殖

乞主l標にう 計画更新が行なわれた。その後農業恐

慌による日本農業の危機のため， この計画は昭和

9年以降打ち切られた。 しかし日支事変以降， 日

本の食揖問題の深刻化に伴L、，新増米計画が実施

されるに至った。産米増殖計画の変較は，朝鮮の

農業が， H本農業に完全に従属していたことを示

している。

i二記のどおり， 産米増殖計画の実施によって農

業生産の技術的基礎が整備され， 生産力は拡大し

た。 この過程はアメとムチによって強行された。

I i本人地主は手厚い財政的援助に支えられて， 土

地改良， 耕種改善を実施し，これによって，生産

力増大による所得培と農民に対する支配力を強化

1 1 



Ⅲ　農業生産の拡大―その植民地的特質―
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